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１ 計画策定の趣旨 

 

障害のある人の地域生活移行の推進や就労支援の強化を図ることを目指して平成

１８年４月に施行された「障害者自立支援法」は、施行から６年が経過し、この間、

累次の緊急措置を実施し、利用者負担の軽減や事業者に対する激変緩和などを行いな

がら今日に至っています。 

こうした中、国は、平成２１年１２月に「障がい者制度改革推進本部」を設置し、

「障害者自立支援法」の廃止を前提に議論を進めてきました。平成２４年３月、障害

福祉サービスの対象を難病患者にも拡大することなどを内容する「障害者総合支援

法」を平成２５年４月からの施行を目指して調整が進められています。 

平成２４年度からの対応として、平成２２年１２月に障害者自立支援法の一部改正

法が成立しており、発達障害が障害者自立支援法の対象となることを明確化するとと

もに、地域における相談支援の中核的な役割を担う基幹相談支援センターを設置する

などの相談支援体制の充実・強化、障害福祉計画の策定にあたっては自立支援協議会

を活用すること等が規定されています。 

障害者自立支援法では、都道府県や市町村に障害福祉サービス等を計画的に提供す

るための「障害福祉計画」を策定するものとされており、本市においても、第１期計

画を平成１９年３月に、第２期計画を平成２１年３月に策定し、その計画の推進に努

めてまいりました。 

障害福祉計画は３年ごとに作成することとされているとともに、障害福祉制度が大

きな制度改革の中にあることなどから、社会変化や制度改正を踏まえて、「第２期安

城市障害福祉計画」の見直しを行い、今回の「第３期安城市障害福祉計画」を策定す

るものです。 
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２ 計画の位置づけ 

 

この計画は、障害者自立支援法第８８条に基づく「市町村障害福祉計画」の第３期

計画として策定するものです。 

第７次安城市総合計画及び第３次安城市障害者福祉計画との整合性を図りつつ、各

年度において、障害福祉サービスごとに必要な見込量を算出し、その見込量を確保す

るための方策を定めます。 

 

 障 害 福 祉 計 画 障 害者基本 計画 

根拠法令 障害者自立支援法第８８条 

（平成１８年４月１日施行） 

障害者基本法（改正法）第１１条第３項

（平成１９年４月１日施行） 

計画の内容 ・各年度における障害福祉サービ

スごとに必要な見込量を算出

し、その見込量を確保するため

の方策を定める計画 

・国の障害者基本計画及び県の障害者計

画を基本とするとともに地方自治法第

２条第４項の基本構想に即し、かつ、

市町村における障害者のための施策に

関する基本的な計画 

・長期的な見通しにたって効果的な障害

者施策の展開を図る計画 

他の計画と

の関係 

障害者基本計画のうち、障害福祉

サービス分野の実施計画 

国の「障害者基本計画」及び愛知県の「２

１世紀あいち福祉ビジョン」を基本とし

た安城市総合計画の部門計画 

市の計画 第３期安城市障害福祉計画 第３次安城市障害者福祉計画 

 

＜障害者自立支援法＞ 

  第８８条（市町村障害福祉計画） 

   市町村は、基本方針に即して、障害福祉サービス、相談支援及び地域生活支援事業の提供体

制の確保に関する計画（以下「市町村障害福祉計画」という。）を定めるものとする。 

 

＜障害者基本法＞ 

  第１１条（障害者基本計画等） 

３ 市町村は、障害者基本計画及び都道府県障害者計画を基本とするとともに、当該市町村に

おける障害者の状況等を踏まえ、当該市町村における障害者のための施策に関する基本的な

計画（以下「市町村障害者計画」という。）を策定しなければならない。 
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３ 計画の期間 

 

障害福祉計画は３年を１期として策定することとされており、本計画は、第３期計

画として、平成２４年度から平成２６年度を期間とします。 

 

 
２１

年度

２２

年度

２３

年度

２４

年度

２５ 

年度 

２６ 

年度 

２７

年度

国 

障害者基本計画 
       

重点施策実施５か年計画 
       

県 
２１世紀あいち 

福祉ビジョン 

       

市 

障害者福祉計画 

（障害者基本計画） 

     

 

  

障害福祉計画 
  

 

   

 

  

 

 

第３期（本計画） 

第２次 

第２期 

第３次 

あいち健康福祉ビジョン 
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４ 計画の策定体制 

 

福祉・医療・雇用・教育等の関係機関、一般公募市民、サービス事業者、地域組織

代表者等で構成される「障害福祉計画策定委員会」を設置し、幅広い分野から意見を

聴取したうえで、計画を策定しました。 

また、障害者団体、特別支援学校（養護学校）、施設事業者等との「関係団体等懇

話会」を開催するとともに、障害福祉サービス利用者等への「アンケート調査」「パ

ブリックコメント」を実施し、計画に反映しました。 

 

■策定体制図 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

             障害福祉計画策定委員会             

人数：１３人（福祉、医療、雇用、教育等の関係者、一般公募市民、サービス

事業者、地域組織代表者等で構成） 

役割：計画策定のための検討及び意見聴取を行い、計画書をとりまとめる。 

     市（事務局）    

部署：保健福祉部障害福祉課 

役割：関係団体等懇話会などの意

見を整理するなど計画策

定に必要な事項を調査研

究し、障害福祉計画策定委

員会に諮るための実務的

資料等を作成する。 

    関係団体等懇話会    

構成：障害者団体、特別支援学校

(養護学校)や施設を運営す

る法人などの代表者で構成 

役割：当事者としての要望や、現

状に対する意見などを述

べ、計画の策定に協力する。

  安城市地域自立支援協議会  

構成：福祉関係機関、医師会、障

害者団体、特別支援学校(養

護学校)や施設を運営する

法人などの代表者で構成 

役割：当事者としての要望や、現

状に対する意見などを述

べ、計画の策定に協力する。
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５ 福祉サービスの体系 

 

障害者自立支援法によるサービスは、個々の障害のある人の障害程度や勘案すべ

き事項（社会活動や介護者、居住等の状況）を踏まえ、個別に支給決定が行われる

「自立支援給付」と、市町村の創意工夫により利用者の方々の状況に応じて柔軟に

実施できる「地域生活支援事業」に大別されます。 

「自立支援給付」は、大きく「介護給付」「訓練等給付」「自立支援医療」「補装

具」の４つに分類されます。このうち、「介護給付」の１０種類のサービスと「訓

練等給付」の４種類のサービスを合わせて「障害福祉サービス」といいます。 

「地域生活支援事業」は、市が実施主体となる法定化された事業であり、「相談

支援事業」「成年後見制度利用支援事業」「コミュニケーション支援事業」「日常生

活用具給付等事業」「移動支援事業」「地域活動支援センター」などがあります。 

平成２２年１２月に成立した障害者自立支援法の一部改正法により、「介護給付」

の中に、重度の視覚障害者の移動を支援する同行援護が新サービスとして平成２３

年１０月から創設される一方、児童デイサービスについては平成２４年４月から児

童福祉法に根拠規定が一本化されることとなりました。 
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■サービスの体系図 
 
 
 

市町村 

自立支援給付 

介護給付 
・居宅介護（ホームヘルプ） 
・重度訪問介護 
・同行援護 
・行動援護 
・重度障害者等包括支援 
・短期入所（ショートステイ） 
・療養介護 
・生活介護 
・施設入所支援 
・共同生活介護（ケアホーム）  

訓練等給付 
・自立訓練（機能訓練・生活訓練）

・就労移行支援 
・就労継続支援（A型・B型） 
・共同生活援助（グループホーム）  

自立支援医療 
・更生医療 
・育成医療（Ｈ２５．４～市町村） 

・精神通院医療※ 
※実施主体は都道府県等 

補装具

障
害
の
あ
る
人 

地域生活支援事業 

・相談支援事業（関係機関との連絡調整、権利擁護） 
・成年後見制度利用支援事業 
・コミュニケーション支援事業（手話通訳者・要約筆記者派遣等） 
・日常生活用具給付等事業 
・移動支援事業 
・地域活動支援センター（創作的活動、生産活動の機会提供、社会との交流促進等）

・福祉ホーム 
・その他の日常生活又は社会生活支援 

支
援 

・専門性の高い相談支援  ・広域的な対応が必要な事業  ・人材育成 等 

都道府県
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福祉サービスの体系 

※は地域生活支援事業 

旧体系サービス 

ホームヘルプ（身・知・児・精） 居宅介護（ホームヘルプ） 

デイサービス（身・知・児・精）

ショートステイ（身・知・児・精）

居
宅
サ
ー
ビ
ス 

グループホーム（知・精） 

訪
問
系
サ
ー
ビ
ス 

重度訪問介護 

行動援護 

重度障害者等包括支援 

移動支援※ 
重症心身障害児施設（児） 

療護施設（身） 

更生施設（身・知） 
施
設
サ
ー
ビ
ス 

授産施設（身・知・精） 

福祉工場（身・知・精） 

通勤寮（知） 

福祉ホーム（身・知・精） 

生活訓練施設（精） 

小規模作業所 

生活介護 

自立訓練（機能訓練・生活訓練）

就労移行支援 

就労継続支援（Ａ型・Ｂ型） 

療養介護 

短期入所（ショートステイ） 

地域活動支援センター※ 

日
中
活
動
系
サ
ー
ビ
ス 

共同生活介護（ケアホーム） 

共同生活援助（グループホーム）

施設入所支援 

福祉ホーム※ 

居
住
系
サ
ー
ビ
ス

現行サービス 

日中一時支援事業※ 

これまでの福祉施設は平成２３年度末までに新し

いサービス体系への移行を完了しています。 

同行援護 
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■サービス内容と対象者 

【介護給付】 

サービス名 サービス内容 対象者 

居宅介護 
（ﾎｰﾑﾍﾙﾌﾟ） 

《身体介護》 
入浴、排せつ、食事の介護
など身体の介護を行いま
す。 
《家事援助》 
調理、掃除、洗濯など家事
の援助を行います。 

障害程度区分が区分１以上の人 
（障害児はこれに相当する心身の状態である児童）

重度訪問介護 

重度の肢体不自由者で常に
介護が必要な人に、自宅で
入浴、排せつ、食事の介護
や外出時の移動支援などを
総合的に行います。 

障害程度区分が区分４以上で、以下のいずれにも
該当する人 
・二肢以上に麻痺がある 
・障害程度区分の調査項目のうち「歩行、移乗、
排尿、排便」のいずれも「できる」以外に認定さ
れている 

同行援護 

視覚障害により、移動に著
しい困難を有する人に、外
出時などに同行し、移動に
必要な支援を行います。 

・身体介護を伴わない場合は、障害程度区分によ
る限定はない 

・身体介護を伴う場合は、障害程度区分が区分２
以上で、障害程度区分調査項目のうち以下のい
ずれか一つに認定されている人 
①歩行について「できない」 
②移乗、移動、排尿または排便について「見守
り等」、「一部介助」または「全介助」 

行動援護 

知的障害や精神障害により
行動が困難で常に介護が必
要な人に、外出時などに危
険を回避するための支援を
行います。 

障害程度区分が区分３以上で、障害程度区分の調
査項目のうち行動関連項目等の合計点数が８点以
上である知的障害者又は精神障害者 
（障害児はこれに相当する心身の状態である児童）

重度障害者等 
包括支援 

介護の必要性が極めて高い
人に、居宅介護など複数の
サービスを包括的に行いま
す。 

障害程度区分が区分６以上で、意思疎通に著しい
困難を有し、以下に該当する人 
(1)重度訪問介護の対象で四肢すべてに麻痺があ

り、寝たきり状態にある障害者のうち次のいず
れかに該当する人 
①気管切開を伴う人工呼吸器で呼吸管理を行っ
ている身体障害者（筋ジストロフィー、脊椎
損傷、筋萎縮性側索硬化症ＡＬＳ等） 

②最重度知的障害者 
(2)障害程度区分の調査項目のうち行動関連項目

等の合計点数が１５点以上である人 

短期入所 
（ｼｮｰﾄｽﾃｲ） 

自宅で介護ができない場合
に、短期間、施設へ入所し
ます。 

障害程度区分が区分１以上の人 
（障害児は厚生労働大臣が定める区分１に該当す
る児童） 

療養介護 

医療と常に介護が必要な人
に、医療機関で機能訓練、
療養上の管理、看護、介護
や日常生活の世話を行いま
す。 

・障害程度区分が区分６で、ＡＬＳ患者等気管切
開を伴う人工呼吸器による呼吸管理を行ってい
る人 

・障害程度区分が区分５以上で、筋ジストロフィ
ー患者又は重症心身障害者 

生活介護 

常に介護が必要な人に、昼
間に施設で入浴、排せつ、
食事の介護や創作的活動、
生産活動などの機会を提供
します。 

障害程度区分が区分３以上の人（施設入所者は区
分４以上） 
ただし、５０歳以上の場合は、障害程度区分が区
分２以上である人（施設入所者は区分３以上） 
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サービス名 サービス内容 
対象者 

（障害程度区分など） 

施設入所支援 

施設に入所している人に、
夜間や休日に入浴、排せつ、
食事の介護などを行いま
す。 

・生活介護利用者で、障害程度区分が区分４以上
の人（５０歳以上の場合は、区分３以上） 

・自立訓練又は就労移行支援利用者で、在宅から
通所することが困難な人 

共同生活介護 
（ｹｱﾎｰﾑ） 

共同生活の住居で、夜間や
休日に入浴、排せつ、食事
の介護などを行います。 

障害程度区分が区分２以上である障害者 

 

【訓練等給付】 

サービス名 サービス内容 
対象者 

（障害程度区分による限定なし） 

自立訓練 
（機能訓練・ 
生活訓練） 

自立した日常生活や社会生活が
できるよう、一定期間、身体機能
や生活能力の向上のために必要
な訓練を行います。 

地域生活を営む上で、身体機能及び生活能
力の維持・向上のため、一定の支援が必要
な人 

就労移行支援 

一般企業への就労を希望する人
に、一定期間、就労に必要な知識
や能力の向上のための訓練を行
います。 

一般就労を希望し、知識・能力の向上及び
就労先の紹介などが必要で、就労が見込ま
れる６５歳未満の人 

就労継続支援 
（Ａ型・Ｂ型） 

一般企業での就労が困難な人に、
働く場を提供するとともに、知識
や能力の向上のための訓練を行
います。 

《Ａ型･･･雇用型》 
企業への一般就労が困難な人で、サービス
事業所との雇用契約に基づき就労すること
が可能な６５歳未満の人 
《Ｂ型･･･非雇用型》 
就労移行支援事業等を利用したが一般就労
できなかった人や、一定年齢に達している
人などで、就労の機会等を通じ、生産活動
に係る知識・能力の向上及び維持が期待さ
れる人 

共同生活援助 
(ｸﾞﾙｰﾌﾟﾎｰﾑ) 

共同生活の住居で、夜間や休日
に、相談や日常生活上の援助を行
います。 

介護は必要とせず、就労している又は自立
訓練、就労移行支援等を利用している障害
者 

 

【地域生活支援事業】（主な支給決定サービス） 

サービス名 サービス内容 
対象者 

（障害程度区分による限定なし）

移動支援 
屋外での移動が困難な人に、外出の
ための支援を行います。 

障害者（児） 

日中一時支援 
日中における活動の場所を提供し、
見守りなどを行います。 

障害者（児） 

地域活動 
支援センター 

機能訓練、創作的活動、入浴サービ
スなどを行います。 

６５歳未満の在宅の身体障害者 

訪問入浴 
移動入浴車により自宅に浴槽を搬入
し、入浴サービスを提供します。 

１２歳以上の重度身体障害者 

 


